
普通免許、準中型免許、普通仮免許、準中型仮免許 

～令和８年４月１日から～ 

             
●仮運転免許の受験、取得について 

これまで、普通仮免許、準中型仮免許は１８歳になるまで受験と取得ができ

ませんでしたが、令和８年４月以降、 

   １７歳６か月から試験の受験と免許の取得が可能 

となります。 

 

                                 

 

 

 

●運転免許の受験、取得について 

これまで、普通免許、準中型免許は１８歳になるまで受験できませんで 

 したが、令和８年４月以降 

１７歳６か月から、試験の受験が可能 

となります。 

ただし、試験に合格しても 

１８歳になるまで免許が交付されません 

ので、それまでは運転はできません。 

 

  

詳細は、下記までお問合せください。 

【問合せ先】 

           富山県警察本部運転免許センター  

076-441-2211（免許試験係）  


